
北海道根室海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件

羅海区第１号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先 次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた
区域
基点第1号　国土地理院多角点　No．１５７２９から２５０度０９分１２秒２７４．１
６メートルの点
基点第2号　国土地理院多角点　No．１５７２９から２２５度４０分０７秒７７５．７
２メートルの点
点1　基点第１号から１１２度２８分３３秒　５５１メートルの点
点2　基点第２号から１１２度２５分２７秒　５２５メートルの点
点3　基点第２号から１１２度２５分２７秒　２５５メートルの点
点4　基点第１号から１１２度２８分３３秒　２５１メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第２号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先
次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた
区域
基点第1号　Ｘ＝２４２２６．８８８　Ｙ＝８６８３５．６８４（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝２３０７７．４６７　Ｙ＝８６４９２．９７９（座標系１３系）
点1　基点第１号から１１１度３１分３４秒　７１７メートルの点
点2　基点第２号から９７度５４分５６秒　６０７．３５９メートルの点
点3　基点第２号から９７度５４分５６秒　２００メートルの点
点4　基点第１号から１１１度３１分３４秒　３１０メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第３号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝２２６８３．１９０　Ｙ＝８６４３９．１０１（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝２１７９４．８６５　Ｙ＝８６０７８．６４１（座標系１３系）
基点第3号　Ｘ＝２２３４８．８６９　Ｙ＝８６４４２．６４４（座標系１３系）
点1　基点第１号から１１９度３４分２９秒　７９３．４８２メートルの点
点2　基点第２号から１２１度３２分１７秒　６２２メートルの点
点3　基点第２号から１２１度３２分１７秒　７０２メートルの点
点4　基点第３号から１２４度２５分１５秒　７３９メートルの点
点5　基点第３号から１２４度２５分１５秒　２７５．９９９メートルの点
点6　基点第１号から１１９度３４分２９秒　４２０メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第４号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９，点１０及び点１の各点
を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　X＝２１３８１．００２　Ｙ＝８５４３４．３１１（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝２０１１３．４９４　Ｙ＝８４７３６．７９５（座標系１３系）
点1　基点第１号から１２７度０７分５４秒　９０８．８６８メートルの点
点2　点１から２１７度２２分４７秒　４５６．１２８メートルの点
点3　点２から１２７度２２分４８秒　１８５メートルの点
点4　点３から２１７度２４分２７秒　６２９．５１０メートルの点
点5　点４から ３０７度２２分４７秒　２１４．９９９メートルの点
点6　基点第２号から１２０度４９分４８秒　６６７．６８４メートルの点
点7　基点第２号から１２０度４９分４８秒　２２０メートルの点
点8　点７から ３８度２６分３２秒　１１０９．３０７メートルの点
点9　点８から１２７度０８分０２秒　４０メートルの点
点10　基点第１号から１２７度０７分５４秒　 ５００メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第５号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２及
び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝１９６６８．９１８　Ｙ＝８４５１４．５８４（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝１８４９７．９１６　Ｙ＝８３５５７．２６９（座標系１３系）
点1　基点第１号から１２３度３９分１２秒　８６３メートルの点
点2　点１から２１６度０９分３５秒　２４７メートルの点
点3　点２から２３度３９分１２秒　９０メートルの点
点4　点３から２１６度０９分３５秒　８５６．２６３メートルの点
点5　点４から３０３度３９分２６秒　２０メートルの点
点6　点５から２１６度０９分３５秒　２５０メートルの点
点7　点６から３０１度３８分４８秒　１５９．２２６メートルの点
点8　基点第２号から１２７度２３分１２秒　８３８．８１４メートルの点
点9　基点第２号から１２７度２３分１２秒　３６０メートルの点
点10　点９から３７度３９分１９秒　４８１．６９８メートルの点
点11　点10から１２３度３９分１２秒　２０メートルの点
点12　基点第１号から１２３度３９分１２秒　３３８メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

羅海区第６号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた
区域
基点第1号　Ｘ＝１７７５４．８０６　Ｙ＝８３１８１．５８７（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝１７３４０．９２７　Ｙ＝８２９２７．３２２（座標系１３系）
点1　基点第１号から１３６度２５分０５秒　７４０メートルの点
点2　基点第２号から１３６度２６分０２秒　６１５．１４０メートルの点
点3　基点第２号から１３６度２６分０２秒　４１５．１４０メートルの点
点4　基点第１号から１３６度２５分０５秒　５４０メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第７号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた
区域
基点第1号　Ｘ＝１７０３７．８３６　Ｙ＝８２５７８．５２６（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝１６７６６．３７３　Ｙ＝８２２１８．８０３（座標系１３系）
点1　基点第１号から１１９度４８分２４秒　５１６メートルの点
点2　基点第２号から１２８度０３分１７秒　５４３．０５９メートルの点
点3　基点第２号から１２８度０３分１７秒　３２０メートルの点
点4　基点第１号から１１９度４８分２４秒　２８１メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第８号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝１６３４３．８５７　Ｙ＝８１６７７．９５４（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝１５４４８．８８２　Ｙ＝８０８８３．５２４（座標系１３系）
点1　基点第１号から１２２度３１分０２秒　７２４．５２９メートルの点
点2　基点第２号から１１４度１５分２７秒　８６０メートルの点
点3　基点第２号から１１４度１５分２７秒 ５３５メートルの点
点4　点３から ２１９度２８分２７秒 ５０メートルの点
点5　点４から２９４度１５分２７秒 ２５５メートルの点
点6　点５から３９度２８分２７秒　１,１７８．３３７メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第９号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、
点１３、点１４、点１５、点１６及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれ
た区域
基点第1号　Ｘ＝１５１９０．３５６　Ｙ＝８０７０１．８６７（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝１５１４６．５７１　Ｙ＝８０７３０．８６０（座標系１３系
基点第3号　Ｘ＝１４９４４．８７４　Ｙ＝８０６６９．５１９（座標系１３系）
基点第4号　Ｘ＝１３５８３．６５５　Ｙ＝８０２６５．９３２（座標系１３系）
点1　基点第１号から１１１度２６分２７秒　６７０メートルの点
点2　基点第３号から１０９度１１分５６秒　５９５メートルの点
点3　基点第３号から１０９度１１分５６秒　８３０メートルの点
点4　点３から１９９度３６分１１秒　４０５メートルの点
点5　点４から１０９度３６分１２秒　２０３メートルの点
点6　点５から１９７度１３分２１秒　３７１．８７８メートルの点
点7　点６から１０６度５９分３１秒　４０メートルの点
点8　点７から１９７度１３分２１秒　２６０メートルの点
点9　点８から２８７度２２分３９秒　１４０メートルの点
点10　点９から１９７度１３分２１秒　１４０メートルの点
点11　点10から２８７度２２分３９秒　１３５．０８０メートルの点
点12　基点第４号から１０５度０９分５２秒　７５６メートルの点
点13　基点第４号から１０５度０９分５２秒　１４０メートルの点
点14　基点第２号から１１１度２４分３２秒　１４０メートルの点
点15　基点第２号から１１１度２４分３２秒　３５５．２５６メートルの点
点16　基点第１号から１１１度２６分２７秒　４００メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第10号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２及
び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝１３２６１．１８６　Ｙ＝８０１２１．０９２（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝１２４３３．２００　Ｙ＝７９９８２．５９５（座標系１３系）
点1　基点第１号から１０８度００分４５秒　　５１５．０９１メートルの点
点2　点１から１９８度００分４６秒　　１６４．９９８メートルの点
点3　点２から１０８度００分４６秒　　１７９．３０７メートルの点
点4　点３から１９７度３８分０４秒　　２５０．００２メートルの点
点5　点４から２８８度００分４６秒　　６０メートルの点
点6　点５から１９７度３８分４０秒　　１３０．７７０メートルの点
点7　点６から２８８度００分４５秒　　４９．９９９メートルの点
点8　点７から１９８度００分５３秒　　６９．９２２メートルの点
点9　点８から２６６度１７分０９秒　　４２．６３０メートルの点
点10　基点第２号から８６度０６分３７秒　　４５４．９３９メートルの点
点11　基点第２号から８６度０６分３７秒　　１６０メートルの点
点12　基点第１号から１０８度００分４５秒　　２８０メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

羅海区第11号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた
区域
基点第1号　Ｘ＝１２１４０．７５５　Ｙ＝７９８９４．９５６（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝１１７９７．６１５　Ｙ＝７９６２２．４１９（座標系１３系）
点1　基点第１号から１０３度５４分５０秒　　　２９０メートルの点
点2　基点第２号から１０４度３２分３４秒　　　４５９．９９９メートルの点
点3　基点第２号から１０４度３２分３４秒　　　２２０メートルの点
点4　基点第１号から１０３度５４分５０秒　　　５０メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第12号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、
点１３、点１４、点１５、点１６、点１７、点１８、点１９、点２０、点２１及び点１の各
点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　国土地理院多角点　No．１５２２７から２０９度４１分１３秒７３３．２
３メートルの点
基点第2号　国土地理院多角点　No．１５２２８から８度２７分００秒４３６．８３
メートルの点
基点第3号　国土地理院多角点　No．１５２２８から１８６度１５分５９秒５３．２３
メートルの点
基点第4号　国土地理院多角点　No．１５２２６から３４５度３６分０７秒４８９．６
７メートルの点
点1　基点第１号から１００度３７分１１秒　　　７１９メートルの点
点2　点１から２０２度１３分４６秒　　　４９９．４９６メートルの点
点3　点２から２７４度４６分２６秒　　　２０９．９８５メートルの点
点4　点３から１８５度０９分２６秒　　　３２３．７５４メートルの点
点5　点４から１００度２１分４２秒　　　５０メートルの点
点6　基点第３号から１００度２１分４３秒　　　５０８メートルの点
点7　基点第３号から１００度２１分４３秒　　　７０８メートルの点
点8　基点第４号から５５度３８分４４秒　　　　１，０６０．２７１メートルの点
点9　基点第４号から６５度５０分１２秒　　　　９５４．７５４メートルの点
点10　基点第４号から７９度１０分２０秒　　　　８４０．９５３メートルの点
点11　基点第４号から７８度１７分１２秒　　　　７５９．５８５メートルの点
点12　基点第４号から８７度２２分３３秒　　　　７２１メートルの点
点13　基点第４号から８７度２２分３３秒　　　　１９１メートルの点
点14　点１３から ３５７度５５分５２秒　　　６７７．１９８メートルの点
点15　点１４から ２６７度２２分３３秒　　　５０メートルの点
点16　基点第２号から１７３度１９分６０秒　　　２１９．７１６メートルの点
点17　基点第２号から９８度３４分３９秒　　　 １１８．１９８メートルの点
点18　基点第２号から１００度１０分３８秒　　　１６７．６１４メートルの点
点19　点１８から２４度２８分３０秒　　　　２０３．４１３メートルの点
点20　点１９から２８３度５９分３５秒　　　５０メートルの点
点21　基点第１号から１００度３７分１１秒　　 ２０５メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第13号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先
次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた
区域
基点第1号　国土地理院多角点　No．１５２２５から３４４度４８分４４秒５２０．５
３メートルの点
基点第2号　国土地理院多角点　No．１５２２５
点1　基点第１号から８５度５８分５７秒　　６５９．９９９メートルの点
点2　基点台２号から７９度５６分４０秒　　５６３メートルの点
点3　基点第２号から１０３度１６分４１秒　　２００メートルの点
点4　基点第１号から８５度５８分５７秒　　３００メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第14号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８及び点１の各点を順次に結ん
だ線によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝８００６．６４１　Ｙ＝７９６６０．９４９（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝７５８１．２５２　Ｙ＝７９２１２．４０４（座標系１３系）
基点第3号　Ｘ＝６６１７．９８７　Ｙ＝７９０２６．５８５（座標系１３系）
点1　基点第１号から１１８度３８分４９秒　　５７３．１１６メートルの点
点2　点１から２０４度４６分３２秒　　４３４メートルの点
点3　点２から ３０６度３４分５７秒　　５０メートルの点
点4　基点第３号から１１２度４７分０６秒　　５１７．２２０メートルの点
点5　基点第３号から１１２度４７分０６秒　　１６５メートルの点
点6　基点第２号から１１２度４７分０６秒　　２４０メートルの点
点7　基点第２号から１１２度４７分０６秒　　２７０メートルの点
点8　基点第１号から１０３度１６分４１秒　　２００メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

羅海区第15号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、
点１３及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝６４２１．００６　Ｙ＝７８８６４．５８０（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝６２５９．００２　Ｙ＝７８８１０．５８１（座標系１３系）
基点第3号　Ｘ＝５１１８．９４５　Ｙ＝７８１６７．６７２（座標系１３系）
点1　基点第１号から１１３度２９分５５秒　　３６１メートルの点
点2　点１から２０３度４５分１５秒　　　４６．６３７メートルの点
点3　点２から１１３度２９分５５秒　　　８０メートルの点
点4　基点第２号から１２１度００分０６秒　　４３１．６５５メートルの点
点5　基点第２号から１２１度００分０６秒　　５１９．９９９メートルの点
点6　点５から２０５度１１分３３秒　　４６５メートルの点
点7　点６から１２１度００分０６秒　 　５０メートルの点
点8　点７から２０６度３３分３３秒　　４１７．１２１メートルの点
点9　点８から２３３度５８分５２秒　　　８２メートルの点
点10　点９から３０１度００分０６秒　　　２２メートルの点
点11　基点第３号から１１０度５０分１２秒　　４３０メートルの点
点12　基点第３号から１１０度５０分１２秒　　２６５メートルの点
点13　基点第１号から１１３度２９分５５秒　　１２５メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第16号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先

　次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１及び点
１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝４４７５．６７９　Ｙ＝７７６４２．８８３（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝４２４０．９３９　Ｙ＝７７４４２．５１２（座標系１３系）
基点第3号　Ｘ＝４１６４．７２７　Ｙ＝７７２１０．３０９（座標系１３系）
基点第4号　Ｘ＝３８５４．０１８　Ｙ＝７６８１０．５１０（座標系１３系）
点1　基点第１号から１３４度０９分１８秒　　１９９．９７６メートルの点
点2　基点第２号から１２７度１６分５２秒　　１８５メートルの点
点3　基点第２号から１２７度１６分５２秒　　３９５メートルの点
点4　点３から２３０度５９分２８秒　　１００メートルの点
点5　点４から１３４度０９分１８秒　　１００メートルの点
点6　点５から２３０度５９分２８秒　　２５０メートルの点
点7　点６から３１４度０９分１８秒　　１００メートルの点
点8　基点第４号から１２７度１６分５２秒　　４９５メートルの点
点9　基点第４号から１２７度１６分５２秒　　２００．００１メートルの点
点10　基点第３号から１２８度３２分５４秒　　２００メートルの点
点11　基点第１号から１３４度０９分１８秒　　１００メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第17号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７及び点１の各点を順次に結んだ線
によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝３７６５．０１８　Ｙ＝７６６３６．５０５（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝３６６３．０１７　Ｙ＝７６５２３．５０４（座標系１３系）
基点第3号　Ｘ＝３４０７．５１４　Ｙ＝７６３５４．１７５（座標系１３系）
点1　基点第２号から１４６度０６分４１秒　　８００メートルの点
点2　点１から ２１８度３０分０１秒　　２５８．５８７メートルの点
点3　点２から３１７度２３分５８秒　　３５０メートルの点
点4　基点第３号から１３７度２３分５８秒　　３９５メートルの点
点5　基点第３号から１３７度２３分５８秒　　２２０メートルの点
点6　基点第１号から１６６度１３分３５秒　　２６５メートルの点
点7　基点第２号から１４６度０６分４１秒　　３９５メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第18号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝２２７２．６６１　Ｙ＝７５４７５．８９２（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝１５３６．１３４　Ｙ＝７４９２５．３６７（座標系１３系）
点1　基点第１号から１２８度３２分３８秒　　８００．００１メートルの点
点2　点１から ２１８度３２分３８秒　　５２０メートルの点
点3　点２から ３０８度３２分４０秒　　５０メートルの点
点4　基点第２号から１２８度３２分３８秒　　７２０メートルの点
点5　基点第２号から１２８度３２分３８秒　　３８５．００１メートルの点
点6　基点第１号から１２８度３２分３８秒　　４１５メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第19号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝１１３６．１２６　Ｙ＝７４５８６．３４６（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝６７９．９４１　　Ｙ＝７４４３４．８９７（座標系１３系）
点1　基点第１号から１２８度３６分２３秒　　７６０メートルの点
点2　基点第２号から１２８度３６分２３秒　　５８９．９９９メートルの点
点3　基点第２号から１２８度３６分２３秒　　３３３メートルの点
点4　点３から３９度０４分０６秒　　　２２０メートルの点
点5　点４から１２８度３６分２３秒　　３０メートルの点
点6　基点第１号から１２８度３６分２３秒　　５３３メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地 条件漁場の区域

羅海区第20号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　X＝-４２３．７７３　Ｙ＝７３６３８．２２２（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝-７８７．２７６　Ｙ＝７３３１２．６８６（座標系１３系）
点1　基点第１号から１２１度２７分５７秒　　４２０メートルの点
点2　基点第２号から１２１度２７分５７秒　　５００メートルの点
点3　基点第２号から１２１度２７分５７秒　　２１０メートルの点
点4　点３から３２度２６分０５秒　　　２６９．９５２メートルの点
点5　点４から１２１度２７分５７秒　　 ５０メートルの点
点6　基点第１号から１２１度２７分５７秒　　１８０メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第21号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９及び点１の各点を順次
に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝-１０７８．３７５　Ｙ＝７３０２２．３６２（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝-１７９７．１４２　Ｙ＝７２５６０．７５１（座標系１３系）
点1　基点第１号から１２４度１６分０３秒　　５７９．９９９メートルの点
点2　点１から２１５度１４分１５秒　　１７０メートルの点
点3　点２から１２４度２３分４４秒　　１２０メートルの点
点4　基点第２号から１０２度５６分３１秒　　７２５．９４２メートルの点
点5　基点第２号から１０４度３８分４２秒　　７８５．７８４メートルの点
点6　基点第２号から１３０度１１分４９秒　　７４３．８２２メートルの点
点7　基点第２号から１３５度３８分５３秒　　３６１．２２１メートルの点
点8　基点第２号から１３７度５７分３６秒　　２９０．４１８メートルの点
点9　基点第１号から１２４度１６分０３秒　　２７０メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第22号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８及び点１の各点を順次に結ん
だ線によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝-２１８６．２２９　Ｙ＝７２４８７．４５１（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝-２８１１．７１１　Ｙ＝７２０７７．４６２（座標系１３系）
点1　基点第１号から１２２度５４分３９秒　　７４０．１９２メートルの点
点2　点１から１９２度５４分３０秒　　３３９．４３５メートルの点
点3　点２から２１４度５７分４２秒　　１５０メートルの点
点4　点３から３０２度５４分５３秒　　５０メートルの点
点5　点４から２１４度５７分４２秒　　２１２．３５２メートルの点
点6　基点第２号から１２４度１３分０５秒　　７２０．２６１メートルの点
点7　基点第２号から１２４度１３分０５秒　　３６０メートルの点
点8　基点第１号から１２２度５４分３９秒　　２５０メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第23号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先
次の点１、点２、点３、点４、点５、点６及び点１の各点を順次に結んだ線によっ
て囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝-３２８５．２６５　Ｙ＝７１５００．３４０（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝-３７５５．０２６　Ｙ＝７１３５７．６０４（座標系１３系）
点1　基点第１号から１１１度５２分１０秒　　８７５メートルの点
点2　点１から２０１度５２分１０秒　　２１４．９２２メートルの点
点3　点２から１１１度５５分２５秒　　８０メートルの点
点4　基点第２号から１１１度５２分１０秒　　９０５メートルの点
点5　基点第２号から１１１度５２分１０秒　　４２０メートルの点
点6　基点第１号から１１１度５２分１０秒　　４７０メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第24号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた
区域
基点第1号　Ｘ＝-４４２４．２５６　Ｙ＝７１０６３．１４７（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝-４７１０．６７４　Ｙ＝７０８６２．２０１（座標系１３系）
点1　基点第１号から１１０度４１分２６秒　　９００メートルの点
点2　基点第２号から１１０度４１分２６秒　　９８０メートルの点
点3　基点第２号から１１０度４１分２６秒　　４２０メートルの点
点4　基点第１号から１１０度４１分２６秒　　３４０メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

羅海区第25号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた
区域
基点第1号　Ｘ＝-５２４８．０８９　Ｙ＝７０５３８．５９６（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝-６０３１．０１７　Ｙ＝７０２８７．５６４（座標系１３系）
点1　基点第１号から１０８度４８分０３秒　　１，１５０．１２５メートルの点
点2　基点第２号から１０８度４８分１３秒　　１，１２０メートルの点
点3　基点第２号から１０８度４８分１３秒　　５００メートルの点
点4　基点第１号から１０８度４８分０３秒　　５１０メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。
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羅海区第26号 羅臼漁業協同組合

目梨郡羅臼町地先

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７及び点１の各点を順次に結んだ線
によって囲まれた区域
基点第1号　Ｘ＝-６８０２．８４３　Ｙ＝７００９３．００６（座標系１３系）
基点第2号　Ｘ＝-８３９８．９３９　Ｙ＝６９５８６．５０２（座標系１３系）
点1　基点第１号から１１０度４７分２２秒　　２，３１１．４１９メートルの点
点2　点１から１９９度５５分５１秒　 　５４９．１７１メートルの点
点3　点２から２０１度０８分３９秒　　　　５２５．８６２メートルの点
点4　点３から２９１度１７分５７秒　　　　１６０メートルの点
点5　基点第２号から１１０度４１分１５秒　　２，０７９．３６１メートルの点
点6　基点第２号から１１０度４１分１５秒　　１，５８０メートルの点
点7　基点第１号から１１０度４７分２２秒　　１，６２０メートルの点

第一種区画漁業
ほたてがい養殖業、こ
んぶ養殖業

１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 羅臼町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

標海区第１号 標津漁業協同組合

標津郡標津町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた
区域
基点第1号　根海共第５号海域基点第１号（北緯　４３度５１分３９．７０５６７秒、
東経１４５度０５分５０．２９５６０秒）
点1　基点第１号から１２０度４５分　　１０，８５５メートルの点
点2　基点第１号から１３２度５３分　　　８，１６０メートルの点
点3　基点第１号から１５０度５３分　　１２，２９２メートルの点
点4　基点第１号から１３９度０１分　　１４，２２５メートルの点

第一種区画漁業 ほたてがい養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体 標津町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

根海区第１号 根室漁業協同組合 根室市地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた
区域
基点第1号　根室港南防波堤灯台（北緯４３度２０分１７．１９秒　東経１４５度３
４分２３．３３秒）
点1　基点第１号から３１９度００分　　８８０メートルの点
点2　点１から３１０度００分　　３００メートルの点
点3　点２から４０度００分　　１００メートルの点
点4　点１から４０度００分　　１００メートルの点

第一種区画漁業 うに養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体

根室市（友知、豊里以
東及び長節、西和田、
東和田、幌茂尻以西を

除く）

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

根海区第２号
根室湾中部漁業協同
組合

根室市地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた
区域
基点第1号　根室市春国岱（北緯４３度１６分４８．２秒　東経１４５度２６分４２．
９秒）
点1　基点第１号から３４７度４７分４６秒　　４，６２０．５４メートルの点
点2　基点第１号から１０度０９分０３秒　　３，５４４．８０メートルの点
点3　基点第１号から１０度０９分０３秒　　２，７４４．８０メートルの点
点4　基点第１号から３４３度１７分４２秒　　３，８９０．６５メートルの点

第一種区画漁業 かき養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体

根室市幌茂尻、温根
沼、春国岱、東梅、酪
陽、川口、湖南、槍昔、
琴平町及び汐見町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

風海区第１号
根室湾中部漁業協同
組合

野付郡別海町地先及
び根室市地先

次の点１、点２の各点を結んだ線以南の風蓮湖の区域
点1　北緯４３度18分37．44秒　東経１４５度19分43．74秒の点
点2　北緯４３度17分52．14秒　東経１４５度23分00．87秒の点

第一種区画漁業 かき養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体

根室市幌茂尻、温根
沼、春国岱、東梅、酪
陽、川口、湖南、槍昔、
琴平町及び汐見町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。

温海区第１号
根室湾中部漁業協同
組合

根室市地先
瀬臥牛林道オンネベツ橋上流端の線から国道４４号線温根沼大橋下流端の線
までの温根沼の区域

第一種区画漁業 かき養殖業
１月１日から12月31日
まで

令和５年９月１日から令
和10年８月31日まで

団体

根室市幌茂尻、温根
沼、春国岱、東梅、酪
陽、川口、湖南、槍昔、
琴平町及び汐見町

　区画漁業を営んでいる水面の周囲に
は、昼間にあっては縦及び横の長さが
それぞれ80センチメートル以上の赤色の
標識を、夜間にあっては電灯その他の
照明による標識を水面1.5メートル
以上の高さに設置しなければならない。


